
富課資証第　　　　　　号

（イ）第４１条 
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

（ａ） 新築されたもの 
（ｂ） 建築後使用されたことのないもの

特定認定長期優良住宅
（ｃ） 新築されたもの
（ｄ） 建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 認定低炭素住宅
（ｅ） 新築されたもの 
（ｆ） 建築後使用されたことのないもの

（ロ）第４２条第１項（建築後使用されたことのあるもの）
（ａ） 第42条の２の２に規定する特定の増改築等がされた

家屋で宅地建物取引業者から取得したもの
（ｂ） （ａ）以外

（ハ）第４２条の２の３ （住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記）

の規定に基づき、下記の家屋がこれに該当するものである旨の証明の申請をします。

令和　　年　　月　　日
富田林市長　様

　（１）入居済 （２）入居予定

・平成 ・

1階 1階以外 合計

㎡ ㎡ ㎡
（１）木造 （２）非木造
（１）耐火　　（２）準耐火　　（３）低層集合住宅

円

円

取得年月日

氏名

（移転登記の場合に記入）

令和　　　年　　　月　　　日

（（ロ）（ａ）の場合に記入）

床面積（㎡）

構造
区分建物の耐火性能

家屋番号

工事費用の総額
（（ロ）（ａ）の場合に記入）

売買価格

建築年月日

代理人

取得の原因

令和　　　年　　　月　　　日

住宅用家屋証明書申請書

　（１）売　買 （２）競　落

家屋の所在地

申請者の住所

申請者の氏名

申請者の居住状況

昭和

住所



・ 個人が新築又は取得し、自己の居住用住宅として使用すること

・ 住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること

・ 区分建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること

・ 併用住宅については、その床面積の90％以上が住宅であること

対象家屋 起点となる取得日等 その他の条件（抄）

・建築後の年数は譲渡の日以前
・新築後10年経過
・リフォーム費の価格要件有

　※要件を満たしていない場合は、証明書を交付できませんので、ご注意ください。

個別要件

共通要件

(裏面)

１．｛　｝の中は、(イ)又は(ロ)のうち該当するものを○印で囲み、(イ)を囲んだ場合は、さらに(ａ)～(ｆ)のうち該当
するものを、また（ロ）を囲んだ場合は、（ａ）または（ｂ）を○印で囲んでください。

・ 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること（昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、

　 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書等の写しを添付すること）

＜申請書欄の記入方法＞

＜証明書欄の記入方法＞

中古物件を購入
（移転登記）

新築物件を購入
（保存登記）

新築されたもの
（保存登記）

･建築後一年以内の家屋
・新築の日とは、家屋の工事

完了の日

・未使用の物件

・宅建取引業者が取得し、特定のリ
フォーム工事完了後再販まで２年以内

・建築後の年数は譲渡の日以前
・取得原因は売買か競落のみ

特定の増改築済の
物件（移転登記）

･取得後一年以内の家屋
・取得日は登記事項証明書、

売買契約書等による日

２．下段の〔　〕の中も、(ニ)又は(ホ)のうち該当するものを○印で囲み、その原因となる日付を記入してください。

１．｛　｝の中は、(イ)～(ハ)のうち該当するものを○印で囲み、(イ)を囲んだ場合は、さらに(ａ)～(ｆ)のうち該当す
るものを、また（ロ）を囲んだ場合は、（ａ）または（ｂ）を○印で囲んでください。

２．｢申請者の居住状況｣の欄は、(１)又は(２)を○印で囲んでください。また、(２)を囲んだ場合には、別に申立書を添
付する必要がありますのでご注意ください。
３．｢構造｣の欄は、(１)又は(２)を○印で囲んでください。

４．｢区分建物の耐火性能｣の欄は、区分建物について申請する場合に、(１)から(３)のうち該当するものを○印で囲んで
ください。なお、建築後使用されたことのある区分建物の場合、当該家屋の登記簿に記載された構造が鉄筋コンクリート
造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造であるときは、「(１) 耐火」を○印で
囲んでください。また、当該家屋の登記簿に記載された構造が上記以外（木造・軽量鉄骨造等）で、準耐火以上の耐火性
能を有する建物の場合は、その耐火性能を有することを証する書類の添付を必要とします。



富課資証第　　　　　　号

（イ）第４１条 
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

（ａ） 新築されたもの 
（ｂ） 建築後使用されたことのないもの

特定認定長期優良住宅
（ｃ） 新築されたもの
（ｄ） 建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 認定低炭素住宅
（ｅ） 新築されたもの 
（ｆ） 建築後使用されたことのないもの

（ロ）第４２条第１項（建築後使用されたことのあるもの）
（ａ） 第42条の２の２に規定する特定の増改築等がされた

家屋で宅地建物取引業者から取得したもの
（ｂ） （ａ）以外

（ハ）第４２条の２の３ （住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記）

がこの規定に該当するものである旨を証明します。

令和　　年　　月　　日

富　田　林　市　長 𠮷　村　　善　美

令和　　年　　月　　日

家屋番号

住 宅 用 家 屋 証 明 書

家屋の所在地

申請者の住所

申請者の氏名

（２）競　落
（移転登記の場合に記入）

取得の原因
　（１）売　買

（ホ）新築
（ニ）取得

の規定に基づき、下記の家屋


